
議第１０５号

　（総則）

第１条　令和７年度高島市水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

　（収益的収入および支出）

第２条　令和７年度高島市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

　第１款　水道事業費用 千円 千円 千円

　　第１項　営業費用 千円 千円 千円

　（資本的収入および支出）

第３条　予算第４条本文括弧書中「不足する額４９５，４１０千円」を「不足する額４９５，７３２千円」に、「当年度分消費税および

　地方消費税資本的収支調整額７３，７０３千円」を「当年度分消費税および地方消費税資本的収支調整額７３，６９８千円」に、「過

　年度分損益勘定留保資金４２１，７０７千円」を「過年度分損益勘定留保資金４２２，０３４千円」に改め、資本的支出の予定額を次

　のとおり補正する。

　第１款　資本的支出 千円 千円 千円

　　第１項　建設改良費 千円 千円 千円

１，０８０，６８２ ２，５４７ １，０８３，２２９

支　　　　　出

１，１２９，６７６ ２，５４７ １，１３２，２２３

令和７年度高島市水道事業会計補正予算（第２号）案

（科　　　目） （既決予定額） （補正予定額） （計）　

（科　　　目） （既決予定額） （補正予定額） （計）　

支　　　　　出

１，０７２，８００ ３２２ １，０７３，１２２

８２６，６１３ ３２２ ８２６，９３５



　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第４条　予算第８条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

　⑴　職員給与費 千円 千円 千円

　　　令和７年１２月２３日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高島市長　今　城　克　啓　　

（既決予定額） （補正予定額） （計）　

８３，１３６ ２，７１４ ８５，８５０


